
未入稿

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　
国
民
健
康
保
険
と
は
有
効
期
限
が

違
い
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

　支
払
い
に
つ
い
て

　
平
成
28
年
度
の
保
険
料
は
、
７
月

に
決
定
し
ま
す
。

　
現
在
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

で
お
支
払
い
い
た
だ
い
て
い
る
方
の

う
ち
、
４
月
か
ら
特
別
徴
収
に
変
更

と
な
る
方
に
は
、
個
別
に
通
知
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◆
支
払
方
法
を
口
座
振
替
に

　変
更
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

◎
納
付
書
で
お
支
払
い
の
方

　
金
融
機
関
に
通
帳
と
届
出
印
を
ご

持
参
の
う
え
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

◎
特
別
徴
収
の
方

　
金
融
機
関
で
口
座
振
替
の
手
続
き

を
さ
れ
た
あ
と
、
町
役
場
に
支
払
方

法
変
更
の
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
か
ら
の

お
知
ら
せ

〔
お
問
い
合
わ
せ
先
〕

町
民
環
境
課
　
☎
2
2-

3
1
1
7

　平成28年４月より、国民健康保険および後期高齢者医療保険に加入されている方で、現役並み所得および一般の
区分の方は、入院時食事療養費および生活療養費の標準負担額が下記のとおり変更となります。

　住民税非課税世帯の方で、減額認定証をお持ちでない方は、役場にて減額認定証の交付を受けることで、非課
税扱いとなりますので、該当される方は申請をお願いします。

入院時食事療養費および生活療養費の標準負担額の見直しについて

〔お問い合わせ先〕 町民環境課　☎22-3117

一般病床・精神病床等

■入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担額（入院時の食事代）

療養病床

医療区分Ⅰ
（医療区分Ⅱ、Ⅲ以外）

医療区分Ⅱ、Ⅲ
　※（１）

後
期

国
保

一般 
（住民税課税世帯）

住民税非課税世帯

区分Ⅱ 
（住民税非課税世帯）

一食210円 
※90日超で、一食160円

一食100円

一食210円、居住費0円 
※90日超で、一食160円

一食100円、
居住費0円

区分Ⅰ 
（住民税非課税で、
 かつ一定所得以下

の世帯）

一食210円  ※90日超で、一食160円

65
歳
未
満

65
歳
以
上

一食260円　➡28年度～ 一食360円　➡30年度～ 一食460円

一般の区分で、下記のいずれかに該当する方は260円据え置き
○指定難病患者　○小児慢性特定疾病児童等
○H27.4.1以前～H28.4.1まで継続して精神病床に入院している患者が退院するまでの間
（合併症等による同日内の病床移動または再入院も継続して対象）

現役並み所得
および一般所得 
（住民税課税世帯）

一食130円、居住費320円

一食210円、
居住費320円

「入院時生活療養Ⅰ」
一食460円、居住費320円
「入院時生活療養Ⅱ」

一食420円、居住費320円

※老齢福祉年金を受給
している場合は、 

一食100円、居住費0円

※（１）　医療区分Ⅱ、Ⅲ
厚生労働大臣が定める者
（入院医療の必要性の高い患者
及び回復期リハビリテーション
病棟入院患者等）

一食260円
➡28年度～ 一食360円
➡30年度～ 一食460円

現役並み所得及び一般所得で下記の
いずれかに該当する方は260円据え
置き
○指定難病患者
○H27.4.1以前～H28.4.1まで
継続して精神病床に入院している
患者が退院するまでの間（合併症
等による同日内の病床移動または
再入院も継続して対象）

一食260円、居住費0円
➡28年度～ 一食360円
➡30年度～ 一食460円

現役並み所得および一般
所得の指定難病患者は食
事代260円据え置き
（居住費0円）

現役並み所得および一般
所得に該当する指定難病
患者以外の方は食事代の
引上げ対象（居住費0円）

※入院時生活療養Ⅰ
　管理栄養士または栄養士
による管理が行われている
など一定の基準に適合する
届出を行っている医療機関
において算定
※入院時生活療養Ⅱ
　入院時生活療養Ⅰを算定
する医療機関以外において
算定

※平成28年４月１日より変更（太線枠囲み部分）

国
保
か
ら
の
お
知
ら
せ

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
が
更
新
さ
れ
ま
す

　
平
成
28
年
度
の
保
険
証
の
色
は
、

で
す
。
新
し
い
保
険
証
は
、
３
月

末
ま
で
に
世
帯
主
あ
て
に
お
送
り

し
ま
す
の
で
ご
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
保
険
証
は
、

各
自
で
処
分
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
四
万
十
町
国
保
で
は
、
特
別
な

事
由
に
よ
り
、
医
療
機
関
等
で
支

払
う
一
部
負
担
金
の
支
払
い
が
一

時
的
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
に
、

一
部
負
担
金
の
減
免
ま
た
は
徴
収

を
猶
予
で
き
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
次
の
事
由
に
該
当
さ
れ
る
場
合

は
、
必
要
書
類
を
添
え
て
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

【
特
別
な
事
由
】

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
資

産
に
重
大
な
損
害
を
受
け
た
者

②
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
等
に
よ
る

農
作
物
の
不
作
、
不
漁
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
理
由
に
よ
り
収
入
が
減

少
し
た
者

③
事
業
又
は
業
務
の
休
廃
止
、
失
業
等

に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し
た
者

【
減
免
条
件
】

・
特
別
な
事
由
の
①
に
該
当
す
る
と
き

　
資
産
の
損
害
割
合
が
10
分
の
３
以
上
で

あ
り
、
世
帯
の
前
年
度
の
合
計
所
得
金
額

が
1,
0
0
0
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

・
特
別
な
事
由
の
②
に
該
当
す
る
と
き

　
収
入
見
込
額
が
平
年
の
収
入
に
比
べ

て
減
少
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
療
養
期

間
に
お
け
る
平
均
実
収
入
月
額
が
一
部

負
担
金
平
均
月
額
と
基
準
生
活
費

（
※
）
の
合
計
よ
り
少
な
い
と
見
込
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ま
た
、
預
貯
金
が
生
活
保
護
基
準
の

３
か
月
以
下
で
あ
る
こ
と
。

・
特
別
な
事
由
の
③
に
該
当
す
る
と
き

　
療
養
期
間
中
の
収
入
見
込
額
が
療
養

開
始
直
前
の
６
月
に
お
け
る
収
入
に
比

べ
て
減
少
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
療
養

期
間
に
お
け
る
平
均
実
収
入
月
額
が
一

部
負
担
金
平
均
月
額
と
基
準
生
活
費

（
※
）
の
合
計
よ
り
少
な
い
と
見
込
ま

れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ま
た
、
預
貯
金
が
生
活
保
護

基
準
の
３
か
月
以
下
で
あ
る
こ

と
。

　
ま
た
、
す
べ
て
に
お
い
て
、
保

険
金
な
ど
に
よ
り
損
害
の
補
填
等

が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の

分
を
控
除
し
て
減
額
及
び
免
除
率

を
決
定
し
ま
す
。

（
※
）
基
準
生
活
費

生
活
保
護
基
準
額
の
1
0
0
分
の

1
1
0

〔
お
問
い
合
わ
せ
先
〕

町
民
環
境
課
　
☎
2
2

-

３
１
１
７

一部
負
担
金
の

減
免
制
度
に
つ
い
て

【
必
要
書
類
】

・
国
保
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
申
請
書
（
役
場
に
あ
り

ま
す
）

・
医
師
の
意
見
書
等

・
通
知
カ
ー
ド
も
し
く
は

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

等
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個

人
番
号
）
を
確
認
で
き

る
も
の
）

・
特
別
な
事
由
が
わ
か
る

も
の

・
一
般
被
保
険
者
の
方  

⬇ 

黄
色

・
退
職
被
保
険
者
の
方 

⬇ 

紫
色

四万十町の人事異動
※平成28年4月1日付（　）内は旧

政策監（人材育成）兼人材育成推進室長（企画課まちづくり戦略室長）山脇光章

総 務 課 財政班主査（町民環境課主査）津野博

企 画 課

副課長兼総括主幹（健康福祉課主幹）池上康一　主査（総務課主査）片岡真由子　主任（十和町民生活課主任）金沢万里子　まちづくり
戦略室長（次長兼総括主幹）北村耕助　まちづくり戦略室総括主幹（主幹）今西浩一　まちづくり戦略室主査（総務課財政班主査）西尾
洋亮　まちづくり戦略室主事（新規採用）河原一郎　人材育成推進室総括主幹（建設課国土調査推進室主幹）武田正人　人材育成推
進室主査：高知大学出向（十和町民生活課主査）横山光一

税 務 課
副課長兼総括主幹（企画課副課長兼総括主幹）戸田太郎　主査（高幡広域市町村圏事務組合租税債権管理機構）三浦一平
主査（会計管理室主査兼出納員）井上瑠美子　主事（大正町民生活課主事）田村亮

主査（生涯学習課主査）宇都宮幸成　主事（新規採用）濱﨑愛危機管理課

地域振興課

副局長兼課長（健康福祉課副課長兼総括主幹）佐々木優子　主査（健康福祉課主査）中屋大樹　保健師（新規採用）森光海斗　主事（新規
採用）林千紘町民生活課

国保大正
診 療 所

選挙管理委員会事務局

地域振興課 局長兼課長（副課長兼総括主幹）竹本英治　副課長兼総括主幹（農業委員会次長兼総括主幹）吉川耕司　副課長兼総括主幹（主幹）冨田努
総括主幹（十和隣保館長兼十和児童館長）山中夏樹

技幹兼保健師（健康福祉課技幹兼保健師）森太亮　主任兼出納員（主任）岡田祥枝　主事（町民環境課主事兼四万十川対策室主事）伊藤涼大
主事（新規採用）竹本将太町民生活課

所長【医師】（新規採用）佐藤真紀　
主査（企画課主査）津野寛子

国保十和
診 療 所

十和隣保館長兼十和児童館長（大正地域振興課副課長兼総括主幹兼出納
員）左脇美枝

十和隣保館・
十和児童館

副課長兼環境管理事務所長兼四万十川対策室総括主幹（副課長兼環境管理事務所長）武内伸介　総括主幹（健康福祉課主幹）前田尚宏
主任兼四万十川対策室主任（農林水産課主任）下園康平　主事（新規採用）谷岡杏菜町民環境課

副課長兼総括主幹（商工観光課副課長兼総括主幹）吉岡範満　　技幹兼保健師（大正町民生活課技幹兼保健師）中屋綾子　主幹（大正地域振
興課主幹兼出納員）正岡静江　主幹（生涯学習課主幹）田中淳一郎　保健師（十和町民生活課保健師）小松真紀　主事（新規採用）谷脇雪乃健康福祉課

課長（副課長兼総括主幹）長谷部卓也　副課長兼総括主幹（総括主幹）西岡健二　主査（危機管理課主査）井上義之　主査（十和地域振興
課主査）吉良正史　主任（税務課主任）山岡健太　主事（新規採用）武政聡　林業振興室長（林業振興室主幹）佐竹雅人　林業振興室主
査（税務課主査）田邊一起

農林水産課

副課長兼総括主幹（税務課副課長兼総括主幹）長森伸一　総括主幹（主幹）小笹義博　主査（企画課主査）谷岡美希商工観光課

主幹兼出納員（商工観光課主幹）戸田ゆかり会計管理室

主査（農林水産課主査）桑瀬正一　主査（税務課主査）伊藤悠人　主事（新規採用）佐々木啓人

主幹（町民環境課主幹）今井千津子　主査（大正町民生活課主査）東孝典　主事（新規採用）福永真帆　
教育対策監（高知県教育委員会）青木和香

教育次長（農林水産課長）熊谷敏郎

学校教育課

主事（新規採用）岡本侑大　国土調査推進室主査（生涯学習課主査）笹岡真之　国土調査推進室主事（学校教育課主事）田中翔太建 設 課

生涯学習課

■
地
域
審
議
会
に
つ
い
て

　
本
町
に
お
い
て
は
、
旧
３
町
村
に
よ

る
合
併
協
議
に
よ
り
地
域
審
議
会
の
設

置
が
決
定
さ
れ
、
合
併
時
よ
り
窪
川
・

大
正
・
十
和
地
域
審
議
会
を
設
置
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
を
管
轄
す
る
地
域
審

議
会
と
し
て
所
掌
事
務
を
行
っ
て
き
ま

し
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
地
域
審
議
会
に
つ

い
て
は
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
設
置

期
限
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
本
町
の
地

域
審
議
会
は
、
平
成
28
年
３
月
31
日
を

も
っ
て
終
了
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
合
併
時
よ
り
約
10
年
間
に
わ
た
り
、
地

域
の
課
題
等
に
つ
い
て
審
議
、
意
見
を

賜
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
委
員
の
皆
様
に

は
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も

に
、
今
後
に
お
き
ま
し
て
も
、
今
ま
で
同

様
の
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
28
年
度
か
ら
は
、
地
域

審
議
会
と
し
て
の
設
置
は
無
く
な
り
ま

す
が
、
地
域
審
議
会
に
変
わ
る
新
し
い

諮
問
機
関
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
現
在
住
民
代

表
に
よ
り
組
織
さ
れ
て
い
る
各
地
区
区

長
会
と
も
協
議
し
な
が
ら
判
断
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー
の

　開
所
に
つ
い
て

　
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は
、

県
内
で
現
在
18
の
セ
ン
タ
ー
が
活
動
を

行
っ
て
お
り
、
２
月
14
日
に
は
、
19
番

目
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
本
町
の
「
大
正

中
津
川
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー
　
こ
だ

ま
」
が
開
所
し
、
ま
た
、
３
月
12
日
に

は
仁
井
田
地
域
の
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー

と
し
て
「
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー
　
仁
井

田
の
り
ん
家
」
が
開
所
し
ま
す
。
　

　
高
知
県
に
お
い
て
は
、
中
山
間
地
域
の

維
持
・
再
生
、
地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
こ

と
が
で
き
る
生
活
環
境
の
仕
組
み
づ
く

り
と
し
て
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー
を
核
と

し
た
地
域
づ
く
り
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　
本
町
に
お
き
ま
し
て
も
、
総
合
振
興

計
画
の
目
指
す
「
自
分
た
ち
の
地
域
は

自
分
た
ち
で
つ
く
る
」
を
基
本
に
地
域

づ
く
り
を
進
め
て
お
り
、
各
地
域
や
集

落
の
維
持
・
再
生
へ
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
本
制
度
を
活
用
し
、
多
く
の
地
域

で
取
り
組
み
が
行
え
る
よ
う
に
推
進
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
集
落
活
動
セ
ン
タ
ー
の
活
動
は
、
住

民
の
皆
さ
ん
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や
集

落
で
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら
し
続
け

ら
れ
る
よ
う
に
、
自
分
た
ち
で
地
域
の

課
題
を
解
決
し
て
い
く
取
り
組
み
を

行
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

　
今
後
、
町
内
２
つ
の
セ
ン
タ
ー
に
お

い
て
は
、
地
域
の
維
持
や
活
性
化
に
向

け
て
の
活
動
を
、
地
域
住
民
の
皆
様
が

自
分
た
ち
で
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と

な
り
ま
す
。

　
こ
の
２
つ
の
地
域
が
、
本
町
の
地
域

し
た
観
光
資
源
、
町
の
食
や
歴
史
・
文

化
を
活
か
し
た
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
地

域
の
団
体
等
が
取
り
組
ん
で
い
る
事
業

や
イ
ベ
ン
ト
に
新
た
な
誘
客
に
つ
な
が

る
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
加
え
た
事

業
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
観

光
資
源
を
活
か
し
た
体
験
・
滞
在
型
の

着
地
型
観
光
を
目
指
し
て
取
り
組
み
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
奥
四
万
十
博
を
盛
り
上
げ
て
い

た
だ
く
た
め
の
サ
ポ
ー
タ
ー
を
募
集
し
て

い
ま
す
が
、
本
町
は
、
団
体
が
1
0
1
・

個
人
が
1
7
9
で
合
わ
せ
て
2
8
0
の
サ

ポ
ー
タ
ー
数
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
最
終
的
に
は
、
3
0
0
を
超
す
サ

ポ
ー
タ
ー
数
に
な
る
見
込
み
で
す
が
、

今
後
は
、
サ
ポ
ー
タ
ー
の
皆
様
の
ご
支

援
と
ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
高
幡

広
域
の
各
市
町
を
広
く
Ｐ
Ｒ
し
、
多
く

の
方
に
奥
四
万
十
の
魅
力
を
知
っ
て
い

た
だ
く
と
と
も
に
、
本
町
と
し
て
も
訪

れ
た
観
光
客
の
皆
様
に
リ
ピ
ー
タ
ー
と

な
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
誘
客
活
動
に

努
め
な
が
ら
企
画
し
た
事
業
の
実
施
に

取
り
組
み
ま
す
。

　
こ
の
奥
四
万
十
博
は
、
住
民
の
皆
様

が
直
接
的
に
関
わ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く

な
り
ま
す
が
、
期
間
中
の
町
内
イ
ベ
ン

ト
や
各
地
域
の
観
光
に
訪
れ
た
方
々
に

接
す
る
機
会
が
あ
っ
た
際
に
は
、
お
声

が
け
な
ど
温
か
く
お
迎
え
し
て
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。

平
成
28
年
3
月

四
万
十
町
議
会

　
　 定 

例 

会
　

　
　 町
長
行
政
報
告（
要
旨
）

づ
く
り
の
モ
デ
ル
と
な
る
よ
う
に
応
援

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■
2
0
1
6
奥
四
万
十
博
に

　つ
い
て

　
梼
原
町
・
津
野
町
・
須
崎
市
・
中
土

佐
町
・
四
万
十
町
の
高
幡
広
域
を
エ
リ

ア
と
し
た
2
0
1
6
奥
四
万
十
博
が
、

い
よ
い
よ
４
月
10
日
か
ら
開
催
さ
れ
ま

す
。

　
４
月
10
日
に
は
、
須
崎
市
の
マ
ル
ナ

カ
須
崎
店
の
駐
車
場
で
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

行
事
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
住

民
の
皆
様
に
は
町
の
広
報
や
奥
四
万
十

博
推
進
協
議
会
の
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
を
通
じ
て
イ
ベ
ン
ト
内
容
等
を
お

知
ら
せ
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
奥
四
万
十
博
推
進
協
議
会
で
は
、
こ

れ
ま
で
に
各
５
市
町
で
計
画
し
た
イ
ベ

ン
ト
や
体
験
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
協
議

を
行
い
な
が
ら
、
ポ
ス
タ
ー
や
広
報
用

動
画
な
ど
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
観

光
施
設
や
空
港
・
駅
な
ど
へ
の
ポ
ス

タ
ー
や
の
ぼ
り
旗
の
掲
示
、
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
な
ど
の
メ

デ
ィ
ア
広
報
、
各
種
雑
誌
等
へ
の
掲

載
、
県
内
外
へ
の
キ
ャ
ラ
バ
ン
活
動
な

ど
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
各
市
町
の
イ
ベ
ン
ト
や
体
験

プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
を
掲
載
し
た
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
も
作
成
し
て
お
り
、
す
で
に
作

成
し
た
春
夏
号
は
県
内
外
の
主
要
な
観

光
施
設
や
公
共
施
設
等
に
配
布
す
る
予

定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
本
町
で
は
、
既
存
イ
ベ
ン
ト
の
磨
き

上
げ
と
と
も
に
、
四
万
十
川
を
中
心
と

■
四
万
十
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生

　総
合
戦
略
の
策
定
に
つ
い
て

　「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
」
が
制

定
さ
れ
、昨
年
末
に
は
、国
に
お
け
る「
長
期

ビ
ジ
ョ
ン
」お
よ
び「
総
合
戦
略
」が
閣
議
決

定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
本
町
に
お
い
て
も
、
本
年
1
月
20
日
に
、

庁
内
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
、「
四

万
十
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦

略
」
策
定
に
向
け
た
取
り
組
み
を
進
め
、
議

会
や
今
後
設
置
を
予
定
し
て
い
る
「
四
万
十

町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
推

進
本
部
」お
よ
び「
有
識
者
会
議
」に
諮
り
な

が
ら
、
９
月
末
を
目
途
に
総
合
戦
略
を
策
定

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

■
人
材
育
成
と
高
知
大
学
と
の
連
携
協
定

　に
つ
い
て

　
本
町
は「
山
・
川
・
海
　
自
然
が
人
が
元

気
で
す
」を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
し
、
自

立
と
共
生
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
て
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
平
成
27
年
度
は
、国
の
地
方
創
生
に
対
す

る
支
援
も
本
格
化
し
、本
町
に
お
い
て
も
5

年
、10
年
後
を
見
据
え
た
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、本
町
は
３

月
末
、高
知
大
学
と
の
間
に
、人
材
育
成
や

■
四
万
十
町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
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合
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略
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四

万
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ひ
と
・
し
ご
と
創
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総
合
戦

略
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策
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に
向
け
た
取
り
組
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を
進
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、
議

会
や
今
後
設
置
を
予
定
し
て
い
る
「
四
万
十
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ま
ち
・
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と
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し
ご
と
創
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総
合
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有
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会
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諮
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然
が
人
が
元

気
で
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キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
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立
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共
生
の
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
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て
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組
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で
き
ま
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た
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年
度
は
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の
地
方
創
生
に
対
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化
し
、本
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に
お
い
て
も
5

年
、10
年
後
を
見
据
え
た
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、本
町
は
３

月
末
、高
知
大
学
と
の
間
に
、人
材
育
成
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四
万
十
町
ま
ち
・
ひ
と
・

し
ご
と
創
生

　総
合
戦
略
の
策
定
に
つ
い

て　「
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創

生
法
」が
制
定
さ
れ
、昨
年
末
に

は
、国
に
お
け
る「
長
期
ビ
ジ
ョ

ン
」お
よ
び「
総
合
戦
略
」が
閣

議
決
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
本
町
に
お
い
て
も
、
本
年
1

月
20
日
に
、
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内
プ
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ェ
ク

ト
チ
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ム
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置
し
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四
万
十

町
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生

総
合
戦
略
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